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　平成22年度の固定資産税の課税対象となる
土地・家屋の評価額などを記載した「土地およ
び家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
▶縦覧できる人＝市内に所有する土地または家
屋の納税者（または代理人）、納税管理人。
▶期間＝４月１日㊍～６月30日㊌（土・日曜日、
祝日を除く）、午前８時30分～午後５時15分。

▶ところ＝本庁・固定資産税課（全市域分を縦
覧できます）、各支所・総務振興課（各支所
管内分を縦覧できます）。
▶縦覧内容＝●土地価格等縦覧帳簿…所在、地
番、地目、地積、評価額。●家屋価格等縦覧
帳簿…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、
評価額。
※所有者の住所や氏名または名称、非課税物
件などは記載されていません。

▶手数料＝無料。
▶持参品＝運転免許証や保険証など本人確認が
できるもの（代理のときは委任状も必要で
す）。

　平成22年度の固定資産税課税台帳（名寄帳）
の閲覧と、写しの申請ができます。
▶閲覧・写しの申請ができる人＝①納税義務者
（または代理人）、納税管理人②土地・家屋を
借りている人で賃借料などを支払っている人
③土地・家屋の所有者や管財人など固定資産
を処分する権利がある人。

▶開始日＝４月１日㊍から（土・日曜日、祝日
を除く）、午前８時30分～午後５時15分。

▶ところ＝本庁・固定資産税課または各支所・
総務振興課。

▶写し発行手数料＝1通300円（写しに証明が
不要な場合は、６月30日㊌までは無料）。

▶持参品＝運転免許証や保険証など本人確認が
できるもの（代理のときは委任状も必要）。②
は賃貸借契約書や賃借料払込領収書など資格
を証明できるものも持参。また、法人の使者
の場合は、法人印が押された委任状と使者の
身分証明ができるものを持参（可能であれば
法人印も持参）。

固定資産税に関するお知らせ

【問い合わせ先】本庁・固定資産税課固定資産税係（内線1155）

土地・家屋価格等縦覧帳簿を
　　　　　　　　　　　 縦覧できます

固定資産税課税台帳（名寄帳）の
              閲覧と写しの申請ができます

　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
金
申
請

は
、
各
月
、
医
療
機
関
ご
と
に
申

請
書
の
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、医
療
機
関
の
領
収
書（
レ

セ
プ
ト
点
数
や
一
部
負
担
額
が
記

載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
を
お
持
ち

の
場
合
は
、
４
月
１
日
㊍
か
ら
１

枚
の
申
請
書
で
ま
と
め
て
申
請
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
本
庁
・
保
険
年
金
課
医

療
係
（
内
線
１
１
３
５
）
へ
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

70
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
（
高
齢
受
給
者
）
が
医
療
を

受
け
た
と
き
に
支
払
う
医
療
費
の

負
担
割
合
（
２
割
）
は
、
特
例
措

置
に
よ
り
３
月
ま
で
「
１
割
」
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
特
例
措

置
が
平
成
23
年
３
月
ま
で
に
延
長

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
現
在
２
割
負
担

と
な
っ
て
い
る
人
の
高
齢
受
給
者

証
（
保
険
証
）
が
新
し
い
も
の
に

変
わ
り
ま
す
。
新
し
い
受
給
者
証

は
、
３
月
末
ま
で
に
対
象
者
に
郵

送
し
ま
す
。

　

な
お
、
負
担
割
合
が
「
３
割
」

の
人
の
受
給
者
証
の
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

▼
対
象
＝
昭
和
10
年
４
月
２
日
か

ら
同
15
年
３
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
人
で
、
現
在
、
２
割
負

担
の
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
。

▼
受
給
者
証
の
変
更
点
＝
負
担
割

合
の
表
示
が
「
２
割
（
平
成
22

年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」

か
ら
、『
２
割
（
平
成
22
年
７

月
31
日
ま
で
は
１
割
）』
と
な

り
ま
す
（
８
月
１
日
以
降
に
つ

い
て
は
、
新
し
い
受
給
者
証
を

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
）。

※
詳
細
は
本
庁
・
保
険
年
金
課
国

民
健
康
保
険
係
（
内
線
１
１
３

３
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

県
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
に

ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
を
体
験
し
て

も
ら
お
う
と
、「
障
が
い
者
ス
ポ

ー
ツ
大
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
参
加
資
格
＝
13
歳
以
上
（
４
月

１
日
現
在
）
で
県
内
に
住
所
が

あ
る
人
、
ま
た
は
県
内
の
施
設

や
学
校
な
ど
に
在
籍
し
て
い
る

人
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
や
療

育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

人
。
療
育
手
帳
の
取
得
に
準
ず

る
障
が
い
の
あ
る
人
も
可
。

▼
日
程

　〔
陸
上
〕
５
月
16
日
㊐
・
熊
本

市
水
前
寺
競
技
場
。

　〔
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
・
フ
ラ
イ
ン

グ
デ
ィ
ス
ク
〕
同
16
日
㊐
・
県

民
総
合
運
動
公
園
。

　〔
卓
球
（
S
T
T
を
含
む
）〕
同

16
日
㊐
・
県
身
体
障
が
い
者
福

祉
セ
ン
タ
ー
。

　〔
ボ
ウ
リ
ン
グ
〕
同
16
日
㊐
・

マ
ス
タ
ー
ズ
ボ
ウ
ル
熊
本
。

　〔
水
泳
〕
同
30
日
㊐
・
ア
ク
ア

ド
ー
ム
く
ま
も
と
。

▼
申
込
方
法
＝
市
役
所
本
庁
・
社

会
福
祉
課
ま
た
は
牛
深
支
所
・

保
健
福
祉
課
、そ
の
他
の
支
所
・

市
民
生
活
課
に
備
え
付
け
の
参

加
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
３
月
19
日
㊎
ま
で
に
同
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
本
庁
・
社
会
福
祉
課
障

が
い
福
祉
係
（
内
線
１
１
８
１
）

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
各
種
申
請
な
ど
に
必

要
な
納
税
証
明
書
を
発
行
し
て
い

ま
す
。

　

た
だ
し
、
納
税
し
て
か
ら
納
入

の
確
認
が
と
れ
る
ま
で
に
10
日
程

度
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
税
金
を
納
入
後
、
早
急
に
納

税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
、
納

税
が
確
認
で
き
る
書
類
（
領
収
書

ま
た
は
口
座
振
替
の
場
合
は
預
貯

金
通
帳
）を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
請
の
際
は
、
運
転
免

許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
身

分
証
明
書
（
代
理
人
が
申
請
す
る

場
合
は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
身

分
証
明
書
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

※
詳
細
は
本
庁
・
納
税
課
庶
務
係

（
内
線
１
１
１
７
）
へ
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

　

納
税
袋
は
、
納
税
組
合
に
加
入

し
て
い
る
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。

納
税
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
世

帯
で
納
税
袋
が
必
要
な
人
は
、
本

庁
・
納
税
課
ま
た
は
各
支
所
・
総

務
振
興
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
本
庁
・
納
税
課
庶
務
係

（
内
線
１
１
１
７
）
へ
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

　

３
月
31
日
㊌
か
ら
、
左
表
の
地

区
で
公
共
下
水
道
の
供
用
を
開
始

し
ま
す
。下
水
道
工
事
が
完
了
し
、

下
水
道
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
地
区
の
家
庭
や

事
業
所
な
ど
は
、
排
水
管
を
下
水

道
に
接
続
す
る
工
事
や
ト
イ
レ
の

水
洗
化
を
早
め
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
供
用
開
始
に
関
す
る
関

係
図
書
を
３
月
18
日
㊍
か
ら
同
31

日
㊌
ま
で
、本
庁
・
下
水
道
課（
本

渡
浄
化
セ
ン
タ
ー
３
階
）
で
縦
覧

で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
同
課
施
設
管
理
係
☎
㉓

３
４
９
８
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

乳
幼
児
医
療
費
助
成
金
申
請
が

　
　
　

一
部
変
更
に
な
り
ま
す

　戦没者の慰霊と世界平和を祈念するた
め、天草市・上天草市・苓北町合同で
「天草戦没者追悼式」を次のとおり行い
ます。
〔天草戦没者追悼式〕
■と　き＝４月３日㊏ 午前10時から
■ところ＝天草市民センターホール
　また、市内の各地区でも右表のとおり
戦没者追悼式（平和祈念祭）を行います。
　いずれも無宗教・献花方式で行います
ので、皆さん、ぜひご参列ください。

【問い合わせ先】
天草戦没者追悼式実行委員会事務局

（市役所本庁・社会福祉課内）
☎㉓1111内線1405

期　日

４/  ２㊎

４/  ６㊋

４/  ７㊌

４/10㊏

４/13㊋

４/17㊏

地区名

新　和

五　和

御所浦

栖　本

天　草

河　浦

有　明

倉　岳

牛　深

天草戦没者追悼式を行います
会　　　場

新和町民センター

五和体育館

御所浦小学校体育館

栖本福祉会館

天草勤労者体育館

一町田公民館

有明町民センター

倉岳多目的研修集会施設

牛深総合センター

　問い合わせ先

新和支所・市民生活課

五和支所・市民生活課

御所浦支所・市民生活課

栖本支所・市民生活課

天草支所・市民生活課

河浦支所・市民生活課

有明支所・市民生活課

倉岳支所・市民生活課

牛深支所・保健福祉課

※開始時間はいずれも午前10時から

天草戦没者追悼式を行います

県
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
を

　
　
　
　
　
　
　

開
催
し
ま
す

納
税
袋
の
配
布
に
つ
い
て

医
療
費
負
担「
１
割
」の

　

特
例
措
置
期
間
を
延
長

納
税
証
明
書
の

　
　

交
付
申
請
の
と
き
は

本渡町

亀場町
志柿町

□公共下水道供用開始地区

広瀬字野田、字長尾の各
一部
本戸馬場字丸尾、字菅
原、字一の勢、字水の平
の各一部
亀川字下浜田の一部
字知ヶ崎の一部

山の手町の一部

一
部
の
地
区
で

公
共
下
水
道
の
供
用
開
始

サ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
テ
ニ
ス


